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介護老人保健施設エルダービレッジ入所利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設エルダービレッジ（以下「当施設」という。）は、要介護

状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令

の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した

介護保健施設サービスを提供し、一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当

施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めること

を、本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したと

きから効力を有します。ただし、利用者の身元引受人に変更があった場合は、

新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 の改

定が行なわれない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を

利用することができるものとします｡ 

 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が

身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

  ① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同

じ。）であること 

  ② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度

額１００万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行する

ように協力すること。 

② 入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用

者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元

引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただ

くことができます。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職

員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信

行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、

相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求める

ことができます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 

  ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対

する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこ

れらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 
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（利用者からの解除） 

第４条 利用者は、当施設に対し 退所の意思表明をすることにより、本約款に基づ

く入所利用を解除・終了することができます。 

 ２ 身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用

者の利益に反する場合は、この限りではありません。 

 

（当施設からの解除及び入院又は入所による終了） 

第５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基

づく入所利用を解除・終了することができます。 

①  利用者が要介護認定において自立または要支援と認定された場合 

②  当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して

居宅において生活ができると判断された場合 

③  利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施

設サービスの提供を超えると判断された場合 

④  利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、

その支払を督促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

⑤  利用者が、当施設、当施設の職員または他の入所者等に対して、窃盗、暴

行、暴言、誹謗中傷、その他利用継続が困難となる程度の背信行為または反

社会的行為を行った場合 

⑥ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求

めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新

たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑦  天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を

利用させることができない場合 

 ２ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利

用は終了します。 

 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保

健施設サービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算され

た月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要とな

る額の合計額を支払う義務があります。ただし、当施設は、利用者の経済状態

等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者

に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月１０日までに発行し、

所定の方法により交付する。利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対

し、当該合計額をその月の２５日までに支払うものとします。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受

けたときは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者

に対して、領収書を所定の方法により交付します。 
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（記録） 

第７条 当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、そ

の記録を利用終了後５年間は保管します。（診療録についても、５年間保管しま

す。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、

必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、

謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実

費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、

謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがある

と当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必

要な場合は適用されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を

求めたときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、こ

れに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場

合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

 

（身体の拘束等） 

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他

害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他

利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の

医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかっ

た理由を診療録に記載することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た

利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の

利用目的を別紙 3 のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第

三者に漏らしません。ただし、例外として次の各号については、法令上、介護

関係事業者が行うべき義務として明記されている事から、情報提供を行なうこ

ととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所・地域包括支援センター等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市

町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政

に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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（緊急時の対応） 

第１０条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により受診が必要と認め

る場合、協力医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあり

ます。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が

困難な状態、または、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的

機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、

利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急

に連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要

な措置を講じます。 

  ２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、

協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

  ３ 前２項のほか、当施設は、利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受

人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対し速やかに連絡します。 

 

（要望または苦情等の申出） 

第１２条 利用者、身元引受人又利用者の親族は、当施設の提供する介護保健施設サ

ービスに対しての要望または苦情等について、担当支援相談員に申し出ること

ができ、または、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第１３条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によっ

て、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償する

ものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及

び身元引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとしま

す。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第１４条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定める

ところにより、利用者または身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定め

ることとします。 
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附 則 

 この利用約款は、平成２５年１月１日より施行する。 

この利用約款は、一部修正し、平成２６年４月１日より施行する。 

この利用約款は 一部修正し、平成２７年４月１日より施行する。 

 この利用約款は 一部修正し、平成２７年１０月１日より施行する。 

 この利用約款は 一部修正し、平成２９年４月１日より施行する。 

 この利用約款は 一部修正し、平成３０年４月１日より施行する。 

  この利用約款は 一部修正し、令和１年１０月１日より施行する。 

 この利用約款は 一部修正し、令和３年４月１日より施行する 

 この利用約款は 一部修正し、令和４年１０月１日より施行する 

この利用約款は 一部修正し、令和６年４月１日より施行する 

この利用約款は 一部修正し、令和６年６月１日より施行する 

 この利用約款は 一部修正し、令和６年８月１日より施行する 
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   ＜別紙１＞ 

介護老人保健施設エルダービレッジのご案内 （令和６年８月１日現在） 

 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施 設 名         介護老人保健施設 エルダービレッジ 

・開設年月日         平成２５年１月１日 

・所 在 地         神戸市西区櫨谷町福谷 882番地 

・電 話 番 号        078－996－1200  （FAX番号    078－996－2660 ） 

・管理者名          佐 藤 容 一 

・介護保険事業所番号  （介護老人保健施設；２８５５２８００８３号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、そ

の他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供するこ

とで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く

家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅で

の生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーショ

ン等サービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、

ご理解いただいた上でご利用ください。 

 

［介護老人保健施設エルダービレッジの運営方針］ 

① 人間尊重 

利用者の意思及び人格を尊重し、常にその人の立場に立って介護保健施設

サービスを提供します。そのために、心身の状態や家庭環境に合わせて、

個別のサービス計画を立て、これを利用者及び身元引受人に分りやすく説

明して、同意を得ます。 

② 充実したケアサービス 

介護保健施設サービス計画に基づいて、充実した看護、医学的管理下にお

ける介護及びリハビリテーションをいたします。 具体的な内容は次頁(２.

サービス内容)にあるとおりです。 

③ 地域や家庭との結びつき 

家庭的雰囲気のもとに看護、介護及び日常生活上のお世話等をしながら、市

町村並びに地域の保健医療サービス・福祉サービスの提供者と密接な連携を

図ります。 

また、在宅で自立した生活が送れるための一助として、短期入所療養介護や

通所リハビリテーション等を提供します。 
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（３）施設の職員体制 

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビテーション含む)の担当職員を除

いた員数です。 
 人員  業 務 内 容 

・施設長 １人以上 （兼務可）  

・医  師 １人以上  健康管理及び療養上の指導 

・看護職員 １０人以上  医師の指示による医療、 

サービス計画に基づく看護 

・薬剤師 １人以上 （ 非 常 勤

可） 

調剤、薬剤の管理 

・介護職員 ３０人以上  サービス計画に基づく介護 

・支援相談員 ２人以上 （兼務可） 相談援助サービス、市町村との

連携、ボランティアの指導 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

 

１人以上 

 リハビリプログラムの作成、 

機能訓練の実施、指導 

・管理栄養士 １人以上  献立の作成、栄養指導 

・介護支援専門員 １人以上  施設サービス計画の作成 

・事務職員 ３人以上  事務全般、 

・リスクマネジャー １人以上  リスクマネジメント 

 

（４）入所定員等  ・定員 １００名（うち認知症専門棟 ４７名） 

・療養室  個室 １０室、２人室 １室、４人室 ２２室 

（５）通所定員 ４０名 

 

２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 

 ② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

・朝食 ８時 00分～９時 00分     ・昼食 12時 00分～13時 00分 

・夕食 18時 00分～19時 00分    

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。

入所利用者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状

態に応じて清拭となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理・看護 

 ⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

 ⑦ 相談援助サービス 

 ⑧ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑩  理美容サービス（月２回実施します。） 

 ⑪ 行政手続代行 

 ⑫ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を

いただくものもありますので、具体的にご相談ください。 
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３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所にご協力をいただいています。 

・協力医療機関 

・名 称      さとうクリニック 

・住 所      神戸市西区櫨谷町福谷８８２ 

・協力歯科医療機関 

・名 称      樫林歯科 

・住 所      明石市朝霧南町 3丁目 13-12 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上が

りいただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時

に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容

としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持

ち込みはご遠慮いただきます。 

・面会            午前９時～午後８時。 面会簿にご記入願います。 

         （感染症対応等で制限を行う事があります、詳細は別紙にて

お知らせいたします） 

  ・外出・外泊      届け出ていただき、医師の許可が要ります。 

  ・喫煙         喫煙は決められた場所に限ります。 

  ・火気の取り扱い        禁止します。 

  ・設備・備品の利用        所定の場所で、丁寧に取り扱ってください。 

  ・所持品・備品等の持ち込み      入所時に確認させて頂きます。そして利用者

ご自身で管理していただきます。 

・金銭・貴重品の管理      責任を負いかねますので、所持しないでください。 

  ・外泊時等の施設外での受診       外泊等を届け出るとき、ご相談下さい。 

  ・ペットの持ち込み           持ち込んではいけません。 

  ・面会者の携帯電話の使用について 施設内での通話は禁止します。施設外でお

願い致します。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災通報装置   

・防災訓練  年２回以上 

 

６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営

利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、時間外の面会（除く緊急時の面会）」は禁

止します。 
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７．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご

相談ください。 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしま

す。（電話 ０７８－９９６－１２００） 

また、玄関ホールに備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接

お申し出いただくこともできます。 

尚、内容に応じて下記の機関へのご相談もご利用して頂くことが出来ます。 

【外部の苦情相談窓口】 

・神戸市福祉局監査指導部（介護保険サービスに関すること） 

電話 ０７８－３２２－６２４２ 

受付 8：45～12：00 13：00～17：30（平日） 

 ・兵庫県国民健康保険団体連合会（介護保険サービスに関すること） 

  電話 ０７８－３３２－５６１７ 

  受付 8：45～17：15（平日） 

 ・神戸市消費生活センター（契約に関することなど） 

  電話 ０７８－３７１－１２２１ 

  受付 9：00～17：00（平日） 

 

８．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 

 

介護保健施設サービスについて 

 

１．介護保険証の確認 

  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきま

す。 

 

２．介護保健施設サービス 

    当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていた

だける状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、

利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本

人・ご家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については

同意をいただくようになります。 

  ◇医療： 

     介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としています

が、医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な

医療・看護を行います。 

  ◇リハビリテーション： 

     施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期

待したものです。 

 ◇栄養管理： 

    心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

  ◇生活サービス： 

      当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常

に利用者の立場に立って運営しています。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金  （別表の施設利用料参照） 

 （介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び居住室の類型によっ

て利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

＜要介護度＞      ＜基本型 多床室（４人部屋）＞ 

 １割負担   ２割負担    ３割負担 

・要介護１       836円    1,672円    2,508円 

・要介護２       889円    1,777円    2,666円 

・要介護３       957円    1,914円    2,871円 

・要介護４      1,013円    2,026円    3,039円 

・要介護５      1,067円    2,134円    3,200円 
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＜基本型 個室＞ 

１割負担    ２割負担    ３割負担 

・要介護１      756円     1,512円    2,268円 

・要介護２      805円     1,609円    2,413円 

・要介護３      873円     1,746円    2,619円 

・要介護４      931円     1,862円    2,792円 

・要介護５      983円     1,965円    2,947円 

 

＜要介護度＞       ＜在宅強化型 多床室＞ 

１割負担    ２割負担    ３割負担 

・要介護１      918円     1,836円    2,754円 

・要介護２      999円     1,997円    2,995円 

・要介護３     1,069円     2,138円    3,207円 

・要介護４     1,130円     2,260円    3,390円 

・要介護５     1,186円     2,372円    3,558円 

              ＜在宅強化型 個室＞   

          １割負担    ２割負担    ３割負担 

・要介護１      831円     1,661円    2,492円 

・要介護２      910円     1,820円    2,729円 

・要介護３      979円     1,957円    2,935円 

・要介護４     1,039円     2,077円    3,115円 

・要介護５     1,097円     2,193円    3,289円 

＊在宅強化型とは、以下の要件を満たす施設を在宅復帰･在宅療養支援機能の充実

した施設として基本サービス費を設定しています。 

・在宅復帰・在宅療養支援等指標（①～⑩の項目を足した値）が６０以上である

こと（①在宅復帰率②ベッド回転率③入所前後訪問指導割合④退所前後訪問指

導割合⑤居宅サービスの実施数⑥リハ専門職の配置割合⑦支援相談員の配置割

合⑧要介護４又は５の場合⑨喀痰吸引の実施割合⑩経管栄養の実施割合） 

・入所者居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養

上の指導を行っていること 

・入所者の退所後３０日以内（要介護４・５については２週間）に、その居宅を

訪問、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅に

おける生活が１月以上（要介護４・５については２週間）継続する見込みであ

ることを確認し、記録していること 

・入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評

価を行っている事 

・地域に貢献する活動を行っていること 

・少なくとも週３回程度以上のリハビリテーションを実施していること 

（ 以下の文章で ①は１割負担 ②は２割負担 ③は 3割負担を表します。） 

＊入所後３０日間に限って、急性期病院からの入所時、①６４円②１２７円③１９

０円その他からの入所時、①３２円②６４円③９５円が基本料金に加算されます。 
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＊夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たしている場合、１日につき 

①２６円 ②５１円 ③７６円が基本料金に加算されます。 

＊入所の日から起算して３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行っ

た場合、毎月評価を行い厚生労働省へ情報を提出した場合、①２７２円②５４４

円③８１６円 その他の場合は①２１１円 ②４２２円 ③６３３円基本料金

に加算されます。 

＊認知症のご利用者で、入所の日から起算して 3ヶ月以内の期間（１週に３回限度）

に集中的にリハビリテーションを行った場合は１か月に１回以上の評価と厚生

労働省へ情報を提供した場合、①２５３円 ②５０６円 ③７５９円その他の場

合、①１２７円②２５３円③３８０円が基本料金に加算されます。 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報は、医師、理学療法士等が共同しリ

ハビリテーション実施計画書を作成し、口腔衛生管理加算と栄養マネジメント強

化加算を算定し、厚生労働省へ情報を提出している場合に①５６円②１１２円③

１６８円その他の場合に①３５円②７０円③１０５円基本料金に加算されます 

＊認知症専門棟でケアを行った場合は、基本料金に①８１円 ②１６１円 ③２４

１円加算されます。 

＊認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケ

アに関する専門研修を修了した者が介護サービスの提供を行った場合、１日につ

き以下の料金が基本料金に加算されます。 

 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） ①４円   ②７円   ③１０円 

 （２）認知症専門ケア加算（Ⅱ） ①５円   ②９円   ③１３円 

 ＊認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応を行うために、専門の研修

を受けた者がチームケアを実施している場合①１５９円②３１７円③４７５円

その他の場合は①１２７円②２５３円③３８０円基本料金に加算されます 

＊認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となり緊急に入所した場合、入所し

た日から起算して７日を限度として①２１１円 ②４２２円 ③６３３円の料

金が基本料金に加算されます。 

＊若年性認知症入所者に対して個別に担当者を定めニーズに応じたサービスを行

った場合には、１日につき①１２７円 ②２５３円 ③３８０円が基本料金に加

算されます。 

＊歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、次に掲げるいずれの基準に

も該当する場合に１月に①９５円 ②１９０円 ③２８５円が加算されます。 

・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月 2回以上

行うこと 

 ・歯科衛生士が、入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技

術的助言及び指導を行うこと 

 ・歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応

すること 

 ・入所者ごとの口腔衛生等の管理にかかる計画の内容等の情報を厚生労働省へ提

出し必要な情報を活用していると①１１６円②２３２円③３４８円を加算

する 

  ＊入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、基本料金に①１２円 
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    ②２３円 ③３５円加算されます。 

＊栄養管理の基準を満たさない場合は 1日①１５円②３０円③４５円減算します 

 ＊腎臓病等の方で医師が処方箋で食事の指示を行う場合は療養食加算として基本

料金に①７円 ②１３円 ③１９円加算されます。 

＊経管栄養の方で経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又言語聴覚

士、又は看護職員が支援を行った場合、①３０円 ②５９円 ③８９円加算され

ます。 

＊経口により食事を摂取され、かつ摂取機能障害を有し誤嚥が有する利用者ごとに

医師或いは歯科医師の指示に基づき経口維持計画が作成され、管理栄養士が栄養

管理を行った場合、経口維持加算Ⅰは①４２２円 ②８４４円 ③１，２６５円

１か月につき加算されます。加算Ⅱは当施設が協力歯科医療機関を定めている場

合であり、食事の観察や会議に医師や言語聴覚士が加わった場合経口維持加算Ⅰ

に加えて、①１０６円 ②２１１円 ③３１７円が加算されます。 

＊入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となっ

た場合であって、施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、

再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計

画を作成し、施設へ再入所した場合かつ、栄養マネジメント加算を算定している

場合に、1回に限り①２１１円 ②４２２円 ③６３３円が加算されます。 

＊特別食を必要とする又は低栄養と医師が判断した入所者に対して退所先の医療

機関へ管理栄養に関する情報を提供した場合①７４円②１４８円③２２２円を

基本料金に加算されます 

＊継続的に入所者ごとの褥瘡管理をしており褥瘡の発生リスクのない場合は、１月 

に①４円 ②７円 ③１０円加算 褥瘡の発生リスクのある場合で褥瘡がない

場合に①１４円 ②２８円 ③４２円加算されます。 

＊排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄

にかかる要介護状態を軽減できると医師、または適宜医師と連携した看護師が判

断し、多職種が排泄に介護を要する原因等について分析しそれに基づいた支援計

画を作成し、支援計画に基づく支援を実施した場合は、支援を開始した日の属す

る月から起算して６か月に評価を行い、厚生労働省に提出し、状態の改善・悪化

しの状況により１月にⅠ①１１円 ②２１円 ③３２円 Ⅱ①１６円②３２円

③４８円  Ⅲ①２１円②４２円③６３円が加算されます 

＊外泊された場合は、外泊初日と最終日以外は基本料金に代えて①３８２円 

 ②７６３円 ③１，１４５円となります。（１ヶ月に６日限度） 

＊外泊時、介護老人保健施設から提供される在宅サービスを利用した場合は、外泊

初日と最終日以外は１か月に６日を限度として、1 日につき①８４４円    

②１，６８７円③２，５３０円が加算されます。ただし、外泊時費用との併算定

はできません。 

＊自立支援促進は、継続的に利用者の自立支援を行った場合に①３１７円②６３３

円③９４９円を加算されます 

＊科学的介護推進体制は、継続的に利用者の ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状態等基本的な情報を厚生労働省に提出するとⅠ①４３円②８５円③１２７

円を加算 加えて疾病、内服の状態を提出するとⅡ①６４円②１２７円③１９０
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円が基本料金に加算されます 

＊在宅復帰支援を積極的に行い、且つ一定割合以上の在宅復帰を実現している施設

については、加算（Ⅰ）は、①５４円 ②１０８円 ③１６２円が加算されます。 

＊協力医療機関との連携体制構築の為、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を

定期的に開催した場合に①１０６円②２１１円③３１７円（令和７年からは①５

３円②１０６円③１５９円）それ以外の場合①６円②１１円③１６円を加算する 

 ＊かかりつけ医連携調整は（Ⅰ）入所後 1か月以内にかかりつけ医に処方内容を変

更する可能性を説明し合意を得て退所時にかかりつけ医に情報提供を行う ①

１４８円②２９５円③４４３円を加算する。施設において判断した場合は①７４

円②１４８円③２２２円（Ⅱ）は（Ⅰ）の情報を厚生労働省に提出していること

で①２５３円②５０６円③７５９円を加算する（Ⅲ）は（Ⅰ）と（Ⅱ）を算定し

ており６種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護老人保健施

設の医師と当該入所者の主治医が共同し、総合的に評価及び調整し、処方する内

服薬を減少させることについて介護老人保健施設の医師と主治医が合意した内

容に基づき、介護老人保健施設の医師が、入所者に処方する内服薬について、入

所時に処方されていた内服薬の種類に比べ１種類以上減少させ、退所時において

処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少している場合に①

１０６円②２１１円③３１７円が基本料金に加算されます 

 ＊緊急時に所定の緊急時対応を行った場合、月に３日を限度として①５４６円  

②１，０９２円 ③１，６３８円が加算されます。 

 ＊肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全を発症した時、投薬・検査・

注射・処置等を行った場合に１日につき（Ⅰ）は①２５２円 ②５０４円 ③７

５６円を又（Ⅱ）は  ①５０６円 ②１，０１２円 ③１，５１８円が基本料

金に加算されます。ただし、緊急時治療管理加算とは併用できません。 

 ＊退所時等支援等を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

・試行的退所時指導を行った場合①４２２円 ②８４４円   ③１，２６５円 

・退所時情報提供Ⅰの場合   ①５２７円 ②１，０５４円 ③１，５８１円 

・退所時情報提供Ⅱの場合   ①２６４円 ②５２７円   ③７９１円 

・入退所前連携加算Ⅰ     ①６３３円 ②１，２６５円 ③１，８９８円 

・入退所前連携加算Ⅱ     ①４２２円 ②８４４円   ③１，２６５円 

・訪問看護に指示書を交付の場合①３１７円 ②６３３円   ③９４９円 

＊入所前後（入所前３０日～入所後７日以内）に訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画の策定及び診療方針を決定した場合に入所中に１回を限度として 

①４７５円 ②９４９円 ③１，４２３円が加算されます。前述に加え生活機能

の具体的な改善目標定めるとともに退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

は基本料金に①５０６円 ②１，０１２円 ③１，５１８円加算されます。(加算

はいずれか一方) 

 ＊ターミナルケアは、死亡日以前３１日以上４５日以下については１日につき 

①７６円②１５２円③２２８円死亡日以前４日以上３０日以下については 

１日につき①１６９円 ②３３８円 ③５０６円死亡日以前２日または３日 

までについては１日につき①９６０円 ②１，９１９円③２，８７８円死亡日 

については①２、００３円 ②４，００６円 ③６，００８円の料金が基本料 
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金に加算されます。 

 ＊安全対策体制を整えている場合には①２１円②４２円③６３円が加算されます 

  安全対策が整っていな場合には①６円②１１円③１６円を減算する 

 ＊厚生労働大臣が定める基準に適合しているサービスを行った場合、以下の料金が 

基本料金に加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ①２４円 ②４７円 ③７０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ①１９円 ②３８円 ③５７円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ①７円  ②１３円 ③１９円 

 ＊高齢者施設等で施設内で感染症が発生した場合医療機関と連携の上、一定の研修

を受けている場合には①１１円②２１円③３２円 実地指導を受けた場合は①

６円②１１円③１６円を基本料金に加算されます 

 ＊新興感染症に入所者が感染した場合、医療機関と適切に連携すると共に感染した

入所者に対してサービスを行った場合①２５３円②５０６円③７５９円を加算

されます 

 ＊介護現場における生産性の向上に資する取り組みで ICTやテクノロジーの導入を

一定以上行っている場合①１０６円②２１１円③３１７円その他の場合には①

１１円②２１円③３２円を基本料金に加算されます 

 ＊介護職員処遇改善加算は介護職員の処遇改善に関する加算であり、介護職員処遇 

改善加算(Ⅰ)は所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）

に７．５％を、(Ⅱ)は７．１％を又（Ⅲ）５．４％をかけた単位数を算定して出

た金額を介護職員の給料に反映します。 

 

（２）その他の料金 

  ①食費（１日当たり）  １，９８０円＊ 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載

されている食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となりま

す。） 

②居住費（療養室の利用費）（１日当たり）＊ 

    ・従来型個室     １，７２８円 

    ・多床室         ５６０円 

   （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載されている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限

となります。） 

＊上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１

段階から３段階まで）の利用者の自己負担額については、別表の施設利用料を

ご覧下さい。 

  ③特別な室料（１日当たり） 

・個室        ２，２００円（消費税込み） 

④ 理美容代   実費（２，０００円～７，８００円程度） 

⑤ その他特別な食事の費用等は、別表の施設利用料をご覧ください。 

⑥ 日用教養娯楽費１５０円/日（内訳：日用品費１３０円教養娯楽費２０円） 

     日用品：おしぼり（４枚程度）ハンドタオル（１枚程度） 
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         バスタオル（入浴時に２枚程度）シャンプー等 

     教養娯楽費：レクレーションの用具・園芸・月次行事等で使用する材料等 

（３）支払い方法 

 ・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２５日までにお

支払いください。 

 ・お支払い方法は、現金、銀行振込、金融機関口座自動引落の３方法があります。 
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＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的  （令和６年８月 1日現在） 

 

介護老人保健施設エルダービレッジでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設

理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援

事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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介護老人保健施設エルダービレッジ入所利用同意書 

 

 

介護老人保健施設エルダービレッジを入所利用するにあたり、介護老人保健施設エ

ルダービレッジ入所利用約款及び別紙１、別紙２及び別紙３を受領し、これらの内容

に関して、担当者による説明を受け、これを十分に理解した上で同意します。 

 

令和    年    月    日 

 

＜利用者＞ 

住  所 

氏  名                

 

＜利用者の身元引受人＞ 

住  所 

氏  名                

 

 

介護老人保健施設エルダービレッジ 

管理者 佐 藤 容 一  殿 

 

【本約款第６条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

 

【本約款第１０条３項の緊急時の連絡先】 

 

【日用教養娯楽費の希望の有無】  希望有りは「〇」、希望無しは「×」を記載。 

  

 

 

令和６年８月 1日施行 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所 〒 

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所 〒 

・電話番号  

日用品費の利用 教養娯楽費の利用 


